
船員に関する育児休業制度等の概要（改正後イメージ）

出産
（予定）日

産後
８週間

１歳 １歳半 ３歳 就学

所定労働時間の短縮措置等所定労働時間の短縮措置等

子の看護休暇、深夜業の制限子の看護休暇、深夜業の制限

男性は子の
出生日（又は
予定日）から

育児休業
が取得可能

男性は子の
出生日（又は
予定日）から

育児休業
が取得可能

育児休業
最長２歳まで

育児休業
最長２歳まで

２歳

女性は

産後休業
女性は

産後休業

※育休とは別
に取得可能

妊娠・出産
等の申出

① 育児休業に関する研修の実施

② 育児休業に関する相談体制の整備等（相談窓口設置）

③ 自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

周知事項
①育児休業に関する制度
②育児休業の申出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業期間に

ついて負担すべき社会保
険料の取扱い

※省令で規定予定
※令和４年10月1日以降は
「育児休業」に「産後パパ育休」に
係る内容を含む

面談等により、
個別周知と
意向確認

産後パパ育休

事業主は、育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、次のいずれかを実施

令和４年４月１日施行

令和４年
１０月１日施行

令和４年４月１日施行

分割可
令和４年１０月１日施行

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年１回公表
令和５年４月１日施行

※③・④は省令で規定予定
※令和４年10月1日以降は、「育児休業」
に「産後パパ育休」に係る内容を含む


